
 

三重県「女性が働きやすい医療機関」認証基準（病院部門）【平成29年度版】 

 

１．書類審査 

 「三重県版医療勤務環境改善マネジメントシステム」チェックリスト（以下「チェックリスト」とい

う。）及び「女性が働きやすい医療機関」確認票等に基づき、書面審査を実施する。 

＜提出資料＞ 

・「女性が働きやすい医療機関」認証申請書（様式１） 

・「女性が働きやすい医療機関」組織プロフィール（様式２） 

・「三重県版医療勤務環境改善マネジメントシステム」労務管理チェックリスト（様式３－①） 

・「三重県版医療勤務環境改善マネジメントシステム」勤務環境セルフチェックリスト（様式３－②） 

・「女性が働きやすい医療機関」確認票（様式４－①） 

 

２．医療機関での現地確認 

（１）現地確認 

チェックリスト及び「女性が働きやすい医療機関」確認票等の提出書類の内容を確認するため、必要

と考えられる項目について申請医療機関において現地確認を実施する。 

 ＜現地確認者＞ 

・医師及び看護師、社会保険労務士など 

 

（２）関係職員に対するヒアリング 

「女性が働きやすい医療機関」の管理者等の意識を確認するため、関係職員のヒアリングを実施する。 

＜ヒアリング対象者＞ 

 ・病院長、看護部長、事務長、子育てや介護をしている医療従事者、同僚職員など 

 

（３）現地確認調書の作成 

現地確認に基づき、「現地確認調書」を作成する。 

 

３．専門部会による審査(審査会) 

チェックリスト、「女性が働きやすい医療機関」確認票、現地確認調書及び医療機関へのヒアリング 

内容に基づき、審査を行う。 

なお、「女性が働きやすい医療機関」審査項目の配点については、以下のとおりとする。 

（１）配点方法 

（ア）分類 

①評価項目を、４つのカテゴリーに分類し、カテゴリー別に配点を設定する。 

Ⅰ 職場環境づくり Ⅱ人事管理 Ⅲ 保育・介護支援 Ⅳ サポート体制 合計 

     ６０点      ６０点      ７０点    ６０点   ２５０点  

 

 

 

 





 

 

（２）認証基準 

①合計点数は１７０点以上を認証の目安とし、申請書類、現地確認結果などを総合的に勘案し専門部

会で審査を行う。 

②カテゴリー別配点のうち、０点のカテゴリーがあれば認証対象外とする。 

 

４．認証 

専門部会の審査結果を受けて、三重県が認証の決定及び認証書の交付を行う。 

 また、県から関係団体（医師会、看護協会、病院協会、看護師等養成所等）へ通知するとともに、ホ

ームページ等で広く周知する。 


